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第 11 節 建築物等安全確保計画 

【震災・津波対策編 第１章 第 11節 都市

防災計画】を準用するほか、文化財の災害予防

対策に関しては、次のとおり定める。 

[新規] 

 

 

 

 

第１ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 建築物等安全確保計画 

【震災・津波対策編 第１章 第 11節 都市

防災計画】を準用するほか、次のとおり定め

る。 

第１ 建築物の安全確保 

【都市計画課、消防防災課】 

町は、平常時より、災害による被害が予測

される空家等の状況の確認に努めるもの

とする。  

第２ [略] 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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第 14節 風水害予防計画 

第１ 基本方針 

(1) 洪水等による水害を予防するため、河

川改修を促進するとともに水防用資器材

の整備を促進する。 

 

(2)～(4) [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ [略] 

 

第３ [略] 

 

 

 

 

第 14節 風水害予防計画 

第１ 基本方針 

(1) 洪水等による水害を予防するため、町

は、風水害に強いまちづくりを進めると

ともに、河川改修及び水防用資器材の整

備を促進する。 

 (2)～(4) [略] 

 

第２ 風水害に強いまちづくり 

【建設課、都市計画課、水産商工課、 
農林課、消防防災課】 

(1) 町は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等

に対するリスクの評価について検討し、

評価結果を踏まえ、防災・減災目標を設

定するよう努めるものとする。 

(2) 県及び町は、豪雨、洪水、高潮、土砂

災害等による危険の著しい区域について

は、災害を未然に防止するため、災害危

険区域の指定について検討を行い、必要

な措置を講ずるものとする。なお、災害

危険区域の指定を行う場合は、既成市街

地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状

況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁

止のみならず、地方公共団体が定める水

位より高い地盤面や居室の床面の高さ、

避難上有効な高さを有する屋上の設置な

ど、様々な建築の制限を幅広く検討する

ものとする。 

(3) 町は、立地適正化計画による都市のコ

ンパクトで安全なまちづくりの推進にあ

たっては、災害リスクを十分考慮の上、居

住誘導区域を設定するとともに、同計画

に防災指針を定め、防災・減災対策の取組

方針及び地域の課題に対応した対策を検

討するものとする。 

(4) 町は、溢水等による災害の発生のおそ

れのある土地の区域について、豪雨、洪

水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評

価を踏まえ、風水害に強い土地利用の推

進に努めるものとする。 

 

第３ [略] 

 

第４ [略] 

 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

○所要の修正 
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第 16 節 土砂災害予防計画 

第１ [略] 

第２ 土砂災害発生危険箇所の現況 

【農林課、建設課、総務課】 

土砂災害発生危険箇所の現況は、次のと

おりである。 

種  別 危険箇所数 備  考 

土石流危険

渓流 
190箇所  

132 箇所が土砂災害

警戒区域指定 

山地災害危

険地区 
67 箇所  

地すべり危険地区を

除く 

急傾斜地崩

壊危険箇所 
183箇所  

87 箇所が急傾斜地

崩壊警戒区域指定 

第３ 予防対策 

１～２ [略] 

３ 警戒体制 

  [略] 

区分 
措置の

内容 

基 準 雨 量 
体 制

内容 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が100㎜

以 上 あ

っ た 場

合 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が 40-

100mm あ

っ た 場

合 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が な い

場合 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] 

第２ 

警戒

体制 

町 民 に

対 す る

避 難 準

備・高齢

者 等 避

難 開 始

の広報、

避 難 の

勧告、指

示 （ 緊

急）等 

当 日 の

日 雨 量

が 50mm

を超え、

時 雨 量

30mm 程

度 の 強

雨 が 降

り 始 め

たとき。 

当 日 の

日 雨 量

が 80mm

を超え、

時 雨 量

30mm 程

度 の 強

雨 が 降

り 始 め

たとき。 

当 日 の

日 雨 量

が100㎜

を超え、

時 雨 量

30mm 程

度 の 強

雨 が 降

り 始 め

たとき。 

建 設

課 

消防防

災課 

消 防

団 

総 務

課 

第４ ［略］ 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報又は大雨特別警報が発表されて

いる場合において、大雨による土砂災害

の発生の危険度が高まったときに、町長

が避難勧告等を発令する際の判断や町民

の自主避難の参考となるよう、県と盛岡

地方気象台が共同で発表する。 

２～３ ［略］ 

メッシュを含む市町村単位で土砂災害 

第 16 節 土砂災害予防計画 

第１ [略] 

第２ 土砂災害発生危険箇所の現況 

【農林課、建設課、総務課】 

土砂災害発生危険箇所の現況は、次のと

おりである。 

種  別 危険箇所数 備  考 

土石流危険

渓流 
190箇所  

162 箇所が土砂災害

警戒区域指定 

山地災害危

険地区 
67 箇所  

地すべり危険地区を

除く 

急傾斜地崩

壊危険箇所 
183箇所  

116 箇所が急傾斜地

崩壊警戒区域指定 

第３ 予防対策 

１～２ [略] 

３ 警戒体制 

  [略] 

区分 
措置の

内容 

基 準 雨 量 
体 制

内容 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が100㎜

以 上 あ

っ た 場

合 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が 40-

100mm あ

っ た 場

合 

前 日 ま

で の 連

続 雨 量

が な い

場合 

 

[略] [略] [略] [略] [略] [略] 

第２ 

警戒

体制 

町 民 に

対 す る

高 齢 者

等 避 難

の広報、

避 難 指

示等 

当 日 の

日 雨 量

が 50mm

を超え、

時 間 雨

量 30mm

程 度 の

強 雨 が

降 り 始

め た と

き。 

当 日 の

日 雨 量

が 80mm

を超え、

時 間 雨

量 30mm

程 度 の

強 雨 が

降 り 始

め た と

き。 

当 日 の

日 雨 量

が100㎜

を超え、

時 間 雨

量 30mm

程 度 の

強 雨 が

降 り 始

め た と

き。 

建 設

課 

消防防

災課 

消 防

団 

総 務

課 

第４ ［略］ 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報又は大雨特別警報が発表されて

いる場合において、大雨による土砂災害

の発生の危険度が高まったときに、町長

が避難指示等を発令する際の判断や町民

の自主避難の参考となるよう、県と盛岡

地方気象台が共同で発表する。 

２～３ ［略］ 

 

修正 

理由 

○町独自の修正（時点更新） 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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(1)～(2) [略]  

(3) 町長が行う避難勧告等の発令にあたっ

ては、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、

周辺の渓流・斜面の状況や気象状況、県の

補足情報（土砂災害警戒情報システムの

危険度を示す指標）等も合わせて総合的

に判断する。 

(4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警

報（土砂災害）が発表されているときは、

避難勧告等の対象地区の範囲が十分であ

るかどうかなど、既に実施済みの措置の

内容を再度確認し、その結果、必要に応じ

て避難勧告等の対象地域の拡大等の更な

る措置を検討する。 

５ [略] 

６ 避難勧告等のための情報提供 

[略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

極めて危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

濃い

紫 

すでに土砂災害警戒情報の

基準に到達 

(避難指示(緊急)の検討が

必要な場合) 

非常に危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

薄い

紫 

２時間先までに土砂災害警

戒情報の基準に到達すると

予想 

（避難勧告の検討が必要な

状況） 

警戒 

【警戒レベ

ル３相当】 

赤 

２時間先までに警報基準に

到達すると予想 

（避難準備・高齢者等避難

開始の検討が必要な状況） 

注意 

【警戒レベ

ル２相当】 

黄 

２時間先までに注意報基準

に到達すると予想 

今後の情報

等に注意 
白 

 

※ 警戒避難判定参考情報として、危険度を１

km メッシュごとに色分けした地図情報を市

町村に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利用にあたっての留意点 

(1)～(2) [略]  

(3) 町長が行う避難指示等の発令にあたっ

ては、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、

周辺の渓流・斜面の状況や気象状況、県の

補足情報（土砂災害警戒情報システムの

危険度を示す指標）等も合わせて総合的

に判断する。 

(4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警

報（土砂災害）が発表されているときは、

避難指示等の対象地区の範囲が十分であ

るかどうかなど、既に実施済みの措置の

内容を再度確認し、その結果、必要に応じ

て避難指示等の対象地域の拡大等の更な

る措置を検討する。 

５ [略] 

６ 避難指示等のための情報提供 

[略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

極めて危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

濃い

紫 

すでに土砂災害警戒情報の

基準に到達 

 

 

非常に危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

薄い

紫 

２時間先までに土砂災害警

戒情報の基準に到達すると

予想 

（避難指示の検討が必要な

状況） 

警戒 

【警戒レベ

ル３相当】 

赤 

２時間先までに警報基準に

到達すると予想 

（高齢者等避難の検討が必

要な状況） 

注意 

【警戒レベ

ル２相当】 

黄 

２時間先までに注意報基準

に到達すると予想 

今後の情報

等に注意 
白 

 

※ 警戒避難判定参考情報として、危険度を１

km メッシュごとに色分けした地図情報を市

町村に提供する。 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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第６ 土砂災害緊急情報の発表 

1～２ ［略］ 

３ 土砂災害緊急情報 

県又は国土交通省は、災害対策基本法第

60 条第 1 項の規定による避難勧告、避難

指示（緊急）等の判断に資する情報として、

緊急調査によって得られた情報（土砂災害

緊急情報）を県にあっては市町村に、国土交

通省にあっては県及び市町村に通知すると

ともに、報道機関及びそれぞれのホームペ

ージ等により一般に周知する。 

４ 情報の伝達体制 

情報の伝達は、次に掲げる系統図により

行う。 
 

 

 

第６ 土砂災害緊急情報の発表 

1～２ ［略］ 

３ 土砂災害緊急情報 

県又は国土交通省は、災害対策基本法第

60 条第 1 項の規定による避難指示等の判

断に資する情報として、緊急調査によって

得られた情報（土砂災害緊急情報）を県にあ

っては市町村に、国土交通省にあっては県

及び市町村に通知するとともに、報道機関

及びそれぞれのホームページ等により一般

に周知する。 

４ 情報の伝達体制 

情報の伝達は、次に掲げる系統図により

行う。 
    系統図は、下図のとおり修正 

 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

 

 

 ［現計画］ 

 
（国土交通省が緊急調査を行う場合の伝達系統図） 

 

 

 

 

 

 

（県が緊急調査を行う場合の伝達系統図） 

 

 

 

 

 

 

 ［修正案］ 

 
（国土交通省が緊急調査を行う場合の伝達系統図） 

 

 

 

 

 

 

（県が緊急調査を行う場合の伝達系統図） 

 

 

 

 

 

町 町民 
国土交通省 

東北地方整備局 

県 

町 町民 県 

避難指示(緊急)・勧告 

避難指示(緊急)・勧告 

町 町民 
国土交通省 

東北地方整備局 

県 

町 町民 県 

避難指示 

避難指示 
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第３節 気象予報・警報等の伝達計画 

第１～第２ ［略］ 

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

[略] 

① 気象業務法に基づくもの 

ア 警戒レベルを用いた防災情報の提供 

   ［略］ 

   「居住者等がとるべき行動」、「行動

を居住者等に促す情報」及び「行動を

とる際の判断に参考となる情報」を

それぞれ警戒レベルに対応させると

こで、出された情報からとるべき行

動を直感的に理解できるよう、災害

の切迫度に応じて、５段階の警戒レ

ベルにより提供する。 

 

   なお、居住者等には「自らの命は自

らが守る」という意識を持ち、避難勧

告等が発令された場合はもちろんの

こと、発令される前であっても行政

等が出す防災気象情報に十分留意

し、災害が発生する前に自らの判断

で自発的に避難することが望まれ

る。  

イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

早期注意

報 情 報

（警報級

の 可 能

性） 

５日先までの警報級の現象の可

能性が「高」、「中」２段階で発表さ

れる。当日から翌日にかけて時間帯

を区切って、内陸、沿岸北部、沿岸

南部単位で、２日先から５日先にか

けては日単位で、内陸、沿岸単位で

発表される。大雨に関して、明日ま

での期間に「高」又は「中」が予想

されている場合は、災害への心構え

を高める必要があることを示す警

戒レベル１に相当 

気象情報 

気象の予報等について、特別警

報・警報・注意報の発表に先立っ

て注意を喚起する場合、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経

過や予想、防災上の注意を解説す

る場合等に発表する。 

 

 

 

 

第３節 気象予報・警報等の伝達計画 

第１～第２ ［略］  

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

   [略] 

① 気象業務法に基づくもの 

ア 警戒レベルを用いた防災情報の提供 

   ［略］ 

   「居住者等がとるべき行動」、「行動

を居住者等に促す情報」及び「行動を

とる際の判断に参考となる情報（警

戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒

レベルに対応させるとこで、出され

た情報からとるべき行動を直感的に

理解できるよう、災害の切迫度に応

じて、５段階の警戒レベルにより提

供する。 

   なお、居住者等には「自らの命は自

らが守る」という意識を持ち、避難指

示等が発令された場合はもちろんの

こと、発令される前であっても行政

等が出す防災気象情報に十分留意

し、災害が発生する前に自らの判断

で自発的に避難することが望まれ

る。  

イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

早期注意

報 情 報

（警報級

の 可 能

性） 

５日先までの警報級の現象の可

能性が「高」、「中」２段階で発表す

る。当日から翌日にかけて時間帯を

区切って、内陸、沿岸北部、沿岸南

部単位で、２日先から５日先にかけ

ては日単位で、内陸、沿岸単位で発

表する。大雨に関して、明日までの

期間に「高」又は「中」が予想され

ている場合は、災害への心構えを高

める必要があることを示す警戒レ

ベル１ 

気象情報 

気象の予報等について、特別警

報・警報・注意報に先立って注意

を喚起する場合や、特別警報・警

報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する

場合等に発表する。 

 

 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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種 類 内  容 

記録的短

時間大雨

情報 

［略］ 

この情報が発表されたときは、

土砂災害や低地の浸水、中小河川

の増水・氾濫といった災害発生に

つながるような猛烈な雨が降って

いる状況であり、実際に災害発生

の危険度が高まっている場所につ

いては、警報の「危険度分布」で

確認することができる。 

土砂災害

警戒情報 

（ 備 考

1） 

大雨警報（土砂災害）発表中に、

大雨による土砂災害の危険度が更

に高まったにとき、市町村長の避

難勧告や住民の自主避難の判断を

支援するため、対象となる市町村

を特定して警戒を呼びかける情報

で、県と盛岡地方気象台が共同で

発表する。 

 

 

 

 

 

避難が必要とされる警戒レベル

４に相当 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダ

ウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける気象情

報で、雷注意報が発表されている

状況下において竜巻等の激しい突

風の発生しやすい気象状況になっ

ている時に、内陸、沿岸北部、沿

岸南部単位で発表する。なお、実

際に危険度が高まっている場所に

ついては竜巻発生確度ナウキャス

トで発表する。また、竜巻の目撃

情報が得られた場合には、目撃情

報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発

生するおそれが非常に高まってい

る旨を内陸、沿岸北部、沿岸南部

単位で発表する。この情報の有効

期間は、発表から概ね 1 時間であ

る。 

注）備考 1 ［略］ 

 

 

種 類 内  容 

記録的短

時間大雨

情報 

［略］ 

この情報が発表されたときは、

土砂災害や低地の浸水、中小河川

の増水・氾濫といった災害発生に

つながるような猛烈な雨が降って

いる状況であり、実際に災害発生

の危険度が高まっている場所につ

いては、警報の「危険度分布」で

確認する必要がある。 

土砂災害

警戒情報 

（ 備 考

1） 

大雨警報（土砂災害）発表後、

命に危険を及ぼす土砂災害がいつ

発生してもおかしくない状況とな

ったときに、市町村長の避難指示

の発令判断や住民の自主避難の判

断を支援するため、対象となる市

町村を特定して警戒を呼びかける

情報で、県と盛岡地方気象台が共

同で発表する。市町村内で危険度

が高まっている詳細な領域は大雨

警報(土砂災害)の危険度分布(土

砂災害警戒判定メッシュ情報)で

確認することができる。 

避難が必要とされる警戒レベル

４に相当 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダ

ウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける気象情

報で、雷注意報が発表されている

状況下において竜巻等の激しい突

風の発生しやすい気象状況になっ

ている時に、内陸、沿岸北部、沿

岸南部単位で確認することができ

る。なお、実際に危険度が高まっ

ている場所については竜巻発生確

度ナウキャストで発表する。また、

竜巻の目撃情報が得られた場合に

は、目撃情報があった地域を示し、

その周辺で更なる竜巻等の激しい

突風が発生するおそれが非常に高

まっている旨を付加した情報を内

陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発

表する。この情報の有効期間は、

発表から概ね 1時間である。 

注）備考 1 ［略］ 

 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

項 現計画 修正案 
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ウ 注意報の種類と発表基準 

種 類 発表基準 

[略] [略] 

洪水注意

報 

大雨、長雨、融雪などにより河

川が増水し、災害が発生するおそ

れがあると予想され、次の条件に

該当する場合 

避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するな

ど、自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２に相当 

(1)～(2) ［略］ 

[略] [略] 

注） 備考１～備考４ ［略］ 

 

エ 警報の種類と発表基準 

種 類 発表基準 

[略] [略] 

洪水警報 

（ 備 考

３） 

大雨、長雨、融雪などにより河

川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想され、次の

条件に該当する場合 

避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するな

ど、自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２に相当 

(1) ［略］ 

[略] [略] 

注）備考１～備考５ [略]   

備考６ ５日先までの警報級の現象

の可能性が［高］、［中］の２段

階で発表される。当日から翌

日にかけては時間帯を区切っ

て、天気予報の対象地域と同

じ発表単位で、２日先から５

日先にかけては日単位で、週

間天気予報の対象地域と同じ

発表単位（内陸、沿岸北部、沿

岸南部）で発表される。 

備考７ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 注意報の種類と発表基準 

種 類 発表基準 

[略] [略] 

洪水注意

報 

河川の上流域での降雨や融雪等

により河川が増水し、災害が発生

するおそれがあると予想され、次

の条件に該当する場合 

避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するな

ど、自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２ 

(1)～(2) ［略］ 

[略] [略] 

注） 備考１～備考４ ［略］ 

 

エ 警報の種類と発表基準 

種 類 発表基準 

[略] [略] 

洪水警報 

（ 備 考

３） 

河川の上流域での降雨や融雪等

により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当 

 

 

(1) ［略］ 

[略] [略] 

注）備考１～備考５ [略]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考６ [略] 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

項 現計画 修正案 
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種 類 概 要 

土砂災害

警戒判定

メッシュ

情報 

 

 

 

 

［略］ 

[略] [略] 

流域雨量

指数の予

測値 

［略］ 

水位周知河川やその他の河川（洪

水予報河川を除く）においては、水

防団待機水位（又は氾濫注意水位）

を越え、かつ、流域雨量指数の予測

値が警報基準に達する場合は「避難

準備・高齢者避難開始」、氾濫注意水

位（又は避難判断水位）を越え、か

つ、流域雨量指数の予測値が警報基

準を大きく超過する場合は「避難勧

告」を発令することが基本となる。 

 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

気
象
特
別 

[略] [略] 

大雨 

特別 

警報 

(備考

２) 

［略］ 

(1) 台風や集中豪雨により数

十年に一度の降雨量となる

大雨が予想され、又は数十

年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により大

雨になると予想される場合 

 災害がすでに発生している

状況であり、命を守るための

最善の行動をとる必要がある

ことを示す警戒レベル５に相

当 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～備考４ [略] 

 

 

種 類 概 要 

大雨警報

（土砂災

害）の危

険度分布

（土砂災

害警戒判

定メッシ

ュ情報） 

［略］ 

[略]  

流域雨量

指数の予

測値 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

気
象
特
別 

[略] [略] 

大雨 

特別 

警報 

(備考

２) 

［略］ 

(1) 台風や集中豪雨により数

十年に一度の降雨量となる

大雨が予想される場合 

 

 

 

 災害がすでに発生又は切迫

している状況であり、命の危

険から身の安全を確保するた

めの行動をとる必要があるこ

とを示す警戒レベル５ 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～備考４ [略] 

 

修正

理由 

 

○岩手県地域防災計画との整合性確保のための修正 

項 現計画 修正案 
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カ 気象予報・警報等の発表地域区分 

    [略] 

岩手県の地域細分 [略] 

②～④ ［略］ 

(2)～(3) [略] 

(4) 町の措置 

 ①～⑥ [略] 

主な町の官公署及び団体の連絡先  

担当 官公署 電話番号 

[略] [略]  [略] 

復興企画部 岩手県北バス

山田支所 

82-3411 

[略] [略] [略] 

２ [略] 

 

 

 

 

第 10 節 土砂災害対応計画 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１～２ [略] 

３ 二次災害の防止 

[略] 

 (1) [略] 

(2) 安全が確認されるまで崩壊危険箇所周

辺の居住者の避難勧告等を継続するとと

もに、警戒区域の設定、立ち入り規制等を

実施する。 

(3)～(6) [略] 

 

 

カ 気象予報・警報等の発表地域区分 

    [略] 

岩手県の地域細分 [略] 

②～④ [略] 

(2)～(3) [略] 

(4) 町の措置 

  ①～⑥ [略] 

主な町の官公署及び団体の連絡先 

担当 官公署 電話番号 

[略] [略] [略] 

政策企画部 岩手県北バス

山田支所 

82-3411 

[略] [略] [略] 

２ [略] 

 

 

 

 

第 10 節 土砂災害対応計画 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１～２ [略] 

３ 二次災害の防止 

[略]  

 (1) [略]  

(2) 安全が確認されるまで崩壊危険箇所周

辺の居住者の避難指示等を継続するとと

もに、警戒区域の設定、立ち入り規制等を

実施する。 

(3)～(6) [略]  

 

 

修正 

理由 

 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

○防災基本計画の修正に伴う修正） 

項 現計画 修正案 
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第 16 節 避難・救出計画 

第１ 基本方針 

(1) 町は、災害が発生したことを覚知した

場合、【警戒レベル５】災害発生情報を発

令し、町内にいる者すべてに対して命を

守る最善の行動をとるよう呼びかける。 

(2) 災害が発生し、又は発生のおそれがあ

るなどの場合において、町民等の生命、身

体の安全を確保するため、迅速かつ的確

な【警戒レベル４】避難勧告及び指示（緊

急）並びに屋内安全確保の指示のほか、避

難行動要支援者、その他の特に避難行動

に時間を要する者に対して、早めの段階

で【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避

難開始（以下これらに【警戒レベル５】災

害発生情報を加え、本節中「避難勧告等」

という。）を伝達するとともに、避難支援

等関係者の安全を確保しながら、避難誘

導を行う。 

(3)～(4) [略]  

(5) 町は、避難勧告等の発令が円滑に行わ

れるよう、様々な災害発生状況を考慮し

た実践的な訓練を実施する。 

第２ 実施機関（責任者） 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・

救出計画】を準用する。 

第３ 実施要領 

１ 避難勧告等 

(1) 避難勧告等の実施及び報告 

町本部長は、災害情報を迅速に収集

し、避難を要する地域の早期の実態把

握に努め、原則として次の場合におい

て時機を失することなく避難勧告等を

発令する。 

なお、土砂災害や洪水などの風水害

に係る避難勧告等の発令については

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル

（土砂災害編）」及び「避難勧告等に関

するガイドライン」に基づき実施する。

また、避難勧告等の発令について、県、

盛岡地方気象台などに対し、助言を求

めることができる。 

ア～ケ  

 

 

 

 

 

第 16 節 避難・救出計画 

１ 基本方針 

(1) 町は、災害が発生したことを覚知した

場合、【警戒レベル５】緊急安全確保を発

令し、町内にいる者すべてに対して命を

守る最善の行動をとるよう呼びかける。 

(2) 災害が発生し、又は発生のおそれがあ

るなどの場合において、町民等の生命、身

体の安全を確保するため、迅速かつ的確

な【警戒レベル４】避難指示及び屋内安全

確保の指示のほか、避難行動要支援者、そ

の他の特に避難行動に時間を要する者に

対して、早めの段階で【警戒レベル３】高

齢者等避難（以下これらに【警戒レベル

５】緊急安全確保を加え、本節中「避難指

示等」という。）を伝達するとともに、避

難支援等関係者の安全を確保しながら、

避難誘導を行う。 

 

(3)～(4) [略]  

(5) 町は、避難指示等の発令が円滑に行わ

れるよう、様々な災害発生状況を考慮し

た実践的な訓練を実施する。 

第２ 実施機関（責任者） 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・

救出計画】を準用する。 

３ 実施要領 

１ 避難指示等 

(1) 避難指示等の実施及び報告 

町本部長は、災害情報を迅速に収集

し、避難を要する地域の早期の実態把

握に努め、原則として次の場合におい

て時機を失することなく避難指示等を

発令する。 

なお、土砂災害や洪水などの風水害

に係る避難指示等の発令については

「避難情報の判断・伝達マニュアル（土

砂災害編）」及び「避難情報に関するガ

イドライン」に基づき実施する。また、

避難指示等の発令について、県、盛岡地

方気象台などに対し、助言を求めるこ

とができる。 

ア～ケ [略] 

 

 

修正 

理由 

 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

項 現計画 修正案 
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① 町本部長は、台風等の接近に伴う災

害の発生又は夜間及び早朝における災

害の発生等が予想される場合には、町

民等に対する避難準備及び自主的な避

難並びに避難行動要支援者等に対する

避難行動の開始を促すため、早期の段

階で【警戒レベル３】避難準備・高齢者

等避難開始を発令することを検討する。 

② 町本部長は、避難勧告等を行った場

合には、速やかにその旨を県本部長に

報告する。 

③ [略] 

④ 町本部長は、避難勧告等の対象地域

又は解除等について、助言を求めるこ

とができるよう、県その他の防災関係

機関との連絡体制をあらかじめ整備する。 

  ⑤ 町本部長は、県から避難勧告等発令

を判断するための情報や助言内容等の

伝達があった場合は、できるだけ早期

の避難勧告等、特に避難指示（緊急）の

発令と日中の避難完了に努める。 

⑥ 避難勧告等の解除に当たっては、十

分に安全性の確認に努める。  

(2) 避難勧告等の内容 

実施責任者は、次の内容を明示して、避

難勧告等を行う。 

① 発令者 

② 避難勧告等の日時 

③ 避難勧告等の理由 

④～⑧ [略] 

(3) 避難勧告等の周知 

① 地域住民等への周知 

ア 町は、台風接近時等において、大雨

の予報等が発表された段階から、災

害の危険が去るまでの間、避難勧告

等発令の今後の見通し、発令時にと

るべき避難行動について、逐次、町民

や要配慮者利用施設の管理者に対し

て伝達する。 

イ 町は、危険の切迫性に応じて避難

勧告等の伝達文の内容を工夫するこ

と、その対象者を明確にすること、避

難勧告等に対応する警戒レベルを明

確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応したとるべき避難行動がわかる

ように伝達することなどにより、町

民の積極的な避難行動の喚起に努める。 

① 町本部長は、台風等の接近に伴う災

害の発生又は夜間及び早朝における災

害の発生等が予想される場合には、町

民等に対する避難準備及び自主的な避

難並びに避難行動要支援者等に対する

避難行動の開始を促すため、早期の段

階で【警戒レベル３】高齢者等避難を発

令することを検討する。 

② 町本部長は、避難指示等を行った場

合には、速やかにその旨を県本部長に

報告する。 

③ [略]  

④ 町本部長は、避難指示等の対象地域

又は解除等について、助言を求めるこ

とができるよう、県その他の防災関係

機関との連絡体制をあらかじめ整備する。 

  ⑤ 町本部長は、県から避難指示等発令

を判断するための情報や助言内容等の

伝達があった場合は、できるだけ早期

の避難指示等、特に避難指示の発令と

日中の避難完了に努める。 

⑥ 避難指示等の解除に当たっては、十

分に安全性の確認に努める。 

(2) 避難指示等の内容 

実施責任者は、次の内容を明示して、避

難指示等を行う。 

① 発令者 

② 避難指示等の日時 

③ 避難指示等の理由 

④～⑧ [略]  

(3) 避難指示等の周知 

① 地域住民等への周知 

ア 町は、台風接近時等において、大雨

の予報等が発表された段階から、災

害の危険が去るまでの間、避難指示

等発令の今後の見通し、発令時にと

るべき避難行動について、逐次、町民

や要配慮者利用施設の管理者に対し

て伝達する。 

イ 町は、危険の切迫性に応じて避難

指示等の伝達文の内容を工夫するこ

と、その対象者を明確にすること、避

難指示等に対応する警戒レベルを明

確にして対象者ごとに警戒レベルに

対応したとるべき避難行動がわかる

ように伝達することなどにより、町

民の積極的な避難行動の喚起に努める。 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

 

項 現計画 修正案 
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ウ 実施責任者は、避難勧告等の内容

を防災行政無線、広報車、テレビ、ラ

ジオ、携帯電話（緊急速報メール機能

を含む。）、ワンセグ等によって、直ち

に、地域住民等への周知徹底を図る。 

また、海水浴場、その他観光施設等

の不特定多数の者が集まる場所にあ

っても、あらかじめ伝達体制を整備

し、直ちに来訪者に周知徹底を図る。 

エ 避難勧告等の周知に当たっては、

必要に応じ、避難行動要支援者の住

居を個別に巡回するなど、避難行動

要支援者に配慮した方法を併せて実

施する。 

オ 観光客、外国人等の地域外からの

来訪者に対する避難勧告等の周知に

当たっては、あらかじめ案内板や避

難標識等により表示し、避難対策の

徹底に努める。 

カ [略] 

キ 避難勧告等に使用する信号の種類

及び内容は、次のとおりとする。 

     [略] 

② 関係機関相互の連絡 

実施責任者は、避難勧告等を行った

場合は、法令に基づく報告又は通知を

行うほか、その旨を相互に連絡する。 

（報告又は通知事項） 

ア 避難勧告等を行った者 

イ 避難勧告等の理由 

ウ 避難勧告等の発令時刻 

エ～カ [略] 

    [略] 

(4) 【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避

難開始の発令 

町本部長は、避難行動に時間を要する

避難行動要支援者の安全確保を図るた

め、早めの段階で避難行動を開始するよ

う、【警戒レベル３】避難準備・高齢者等

避難開始を発令する。 

[略] 

(5) 【警戒レベル５】災害発生情報の発令 

町本部長は、町内のいずれかで災害の

発生を覚知した場合、命を守る最善の行

動をとるよう、【警戒レベル５】災害発生

情報を発令する。 

[略]  

 

ウ 実施責任者は、避難指示等の内容

を防災行政無線、広報車、テレビ、ラ

ジオ、携帯電話（緊急速報メール機能

を含む。）、ワンセグ等によって、直ち

に、地域住民等への周知徹底を図る。 

また、海水浴場、その他観光施設等

の不特定多数の者が集まる場所にあ

っても、あらかじめ伝達体制を整備

し、直ちに来訪者に周知徹底を図る。 

エ 避難指示等の周知に当たっては、

必要に応じ、避難行動要支援者の住

居を個別に巡回するなど、避難行動

要支援者に配慮した方法を併せて実

施する。 

オ 観光客、外国人等の地域外からの

来訪者に対する避難指示等の周知に

当たっては、あらかじめ案内板や避

難標識等により表示し、避難対策の

徹底に努める。 

カ [略] 

キ 避難指示等に使用する信号の種類

及び内容は、次のとおりとする。 

  [略] 

② 関係機関相互の連絡 

実施責任者は、避難指示等を行った

場合は、法令に基づく報告又は通知を

行うほか、その旨を相互に連絡する。 

（報告又は通知事項） 

ア 避難指示等を行った者 

イ 避難指示等の理由 

ウ 避難指示等の発令時刻 

エ～カ [略] 

 [略] 

 (4) 【警戒レベル３】高齢者等避難の発令 

町本部長は、避難行動に時間を要する

避難行動要支援者の安全確保を図るた

め、早めの段階で避難行動を開始するよ

う、【警戒レベル３】高齢者等避難を発令

する。 

[略] 

 

(5) 【警戒レベル５】緊急安全確保の発令 

町本部長は、町内のいずれかで災害の

発生を覚知した場合、命を守る最善の行

動をとるよう、【警戒レベル５】緊急安全

確保を発令する。 

[略]  

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

項 現計画 修正案 
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避難勧告等の発令時の状況と立退き避難

が必要な居住者等に求める行動 

区分 発令時の状況 

立退き避難が必要な

居住者等に求める行

動 

【 警 戒

レ ベ ル

３】 

避 難 準

備・高齢

者 等 避

難開始 

・要配慮者、

特に避難行

動要支援者

が避難行動

を開始しな

ければなら

ない段階で

あり、人的

被害の発生

する可能性

が高まった

状況 

・避難に時間のかる要

配慮者とその支援

者は立退き避難す

る。 

・その他の人は立退き

避難の準備を整え

るともに、以後の防

災気象情報、水位情

報等に注意を払い、

自発的に避難を開

始することが望ま

しい。 

・特に、突発性が高く

予測が困難な土砂

災害の危険性があ

る区域や急激な水

位上昇のおそれが

ある河川沿いでは、

避難準備が整い次

第、当該災害に対応

した指定緊急避難

場所へ立退きする

ことが強く望まれ

る。 

【 警 戒

レ ベ ル

４】 

避 難 勧

告 

・通常の避難

行動ができ

る者が避難

行動を開始

しなければ

ならない段

階であり、

人的被害の

発生する可

能性が明ら

かに高まっ

た状況 

・予想される災害に対

応した指定緊急避

難場所等へ速やか

に立退き避難する。 

・指定緊急避難場所へ

の立退き避難はか

えって命に危険を

及ぼしかねないと

自ら判断する場合

には、「近隣の安全

な場所」への避難

や、少しでも命が助

かる可能性の高い

避難行動として、

「屋内安全確保」を

行う。 
 

避難勧告等の発令時の状況と立退き避難

が必要な居住者等に求める行動 

区分 発令時の状況 

立退き避難が必要な

居住者等に求める行

動 

【 警 戒

レ ベ ル

３】 

高 齢 者

等避難 

・災害のおそ

れあり 

【危険な場所から高

齢者等は避難】 

・高齢者等は危険な場

所から避難（立退き

避難又は屋内安全

確保）する。 

・高齢者等以外の人も

必要に応じ、出勤等

の外出を控えるな

ど普段の行動を見

合わせ始めたり、避

難の準備をしたり、

自主的に避難する

タイミングである。

例えば、地域の状況

に応じ、早めの避難

が望ましい場所の

居住者等は、このタ

イミングで自主的

に避難することが

望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

修正

理由 

 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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区分 発令時の状況 

立退き避難が必要な

居住者等に求める行

動 

【 警 戒

レ ベ ル

４】 

避 難 指

示 ( 緊

急) 

・前兆現象の

発生や、現

在の切迫し

た 状 況 か

ら、人的被

害が発生す

る危険性が

非常に高い

と判断され

た状況 

・堤防の隣接

地等、地域

の特性等か

ら人的被害

の発生する

危険性が非

常に高いと

判断された

状況 

・指定緊急避難場所へ

の立退き避難に限

らず、「近隣の安全

な場所」への避難

や、少しでも命が助

かる可能性の高い

避難行動として、

「屋内安全確保」を

行う。 

・避難指示（緊急）は、

地域の状況に応じ

て緊急的又は重ね

て避難を促す場合

などに発令される

ものであり、必ず発

令されるものでは

ないことに留意す

る。 

【 警 戒

レ ベ ル

５】 

災 害 発

生情報 

・既に災害が

発生している

状況 

・命を守る最善の行動

をとる。 

・町が災害発生を確実

に把握できるもの

ではないため、災害

が発生した場合に、

必ず発令されるも

のではないことに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

(6) 避難の方法 

① 町民は、各種災害の発生又はそのお

それがある等により、町本部長から避

難勧告等が出された場合は又は自ら危

険であると判断する場合は、町が開設

する指定避難所に避難するほか、現在

居る場所から一番近く安全な場所へ移

動し、又は安全な場所にある親戚や知

人の家などに避難する。 

②～③ [略] 

(7)～(12) [略]  

 

 

区分 発令時の状況 

立退き避難が必要な

居住者等に求める行

動 

【 警 戒

レ ベ ル

４】 

避 難 指

示 

・災害のおそ

れが高い 

【危険な場所から全

員避難】 

・危険な場所から全員

避難（立退き避難又

は屋内安全確保）す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 警 戒

レ ベ ル

５】 

緊 急 安

全確保 

・災害発生又

は切迫 

【命の危険 直ちに

安全確保！】 

・指定緊急避難場所等

への立退き避難す

ることがかえって

危険である場合、緊

急安全確保する。た

だし、災害発生・切

迫の状況で本行動

を安全にとること

ができるとは限ら

ず、また本行動をと

ったとしても身の

安全を確保できる

とは限らない。 

(6) 避難の方法 

① 町民は、各種災害の発生又はそのお

それがある等により、町本部長から避

難指示等が出された場合は又は自ら危

険であると判断する場合は、町が開設

する指定避難所に避難するほか、現在

居る場所から一番近く安全な場所へ移

動し、又は安全な場所にある親戚や知

人の家などに避難する。 

②～③ [略] 

(7)～(12) [略] 

修正

理由 

 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

項 現計画 修正案 
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２～３ [略  

[新規] 

 

 

４～６ [略]  

[新規] 

 

 

 

７ 広域一時避難 

[略] 

８ [略] 

 

２～３ [略]   

４ 指定緊急避難場所の開放 

【震災・津波対策編 第２章 第 15節 避

難・救出計画】を準用する。 

５～７ [略] 

８ 広域避難 

【震災・津波対策編 第２章 第 15節 避

難・救出計画】を準用する。 

 

９ 広域一時滞在 

[略] 

10 [略] 

 

 

修正

理由 

 

○岩手県地域防災計画との整合性確保のための修正 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

 


